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第４章 子育て施策の展開 
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1 分野横断共通施策 

分野横断施策では、分野に限らず、横断的に展開する施策を掲載しています。基本理念にもあ

る「パパ・ママに寄り添う」を実現するための３つの施策を展開します。 

 

●●共通施策Ⅰ●● 切れ目のない支援の実現 

子育てをしている家庭の子育てに関する不安や負担の軽減を図るため、妊娠期からきめ細や

かな支援を行い、安心して出産、子育てできるよう取り組みます。また、さまざまな事業を通

して支援が必要な家庭の把握に努め、早期に適切な支援を行えるよう取り組みます。さらに、

子育てに関する情報をさまざまな媒体を活用して発信していきます。 

 

●●共通施策Ⅱ●● 子育てと仕事の調和の推進 

本市の状況をみても、就労する母親が増加しており、共働き世帯が増えています。男女とも

に働きやすく、子育てしやすい環境づくりが求められています。親が子育ての時間を十分に確

保できるよう、市民のワーク・ライフ・バランスへの理解促進を図るとともに、企業の取組支

援など、子育てをしながら働きやすい環境づくりを進めます。 

 

●●共通施策Ⅲ●● 親力の育成 

共働き世帯が増加するにあたり、仕事で忙しい家庭や悩みを抱え、孤立しがちな家庭など、

様々な課題を抱えた家庭が増加しています。こうした中、子どもの教育（学力、しつけ）に不

安がある保護者も増えています。親としての教育力を身につけられる講座などを開催するとと

もに、家庭教育力の向上に取り組みます。 

 

  



3 

 

共通施策Ⅰ 切れ目のない支援の実現 

 

 

○本市では、子育ての総合的な窓口として、子育て応援サイト「しまいくサイト」を開設し

ており、新しい情報発信を実施することにより、子育てサービスの利用者が増加していま

す。 

○子育ての相談窓口として、子育てコンシェルジュを配置しており、保護者からの相談を受

け、マイ支援センターへの登録の推進や各種講座への案内を、個々に応じた子育てサービ

ス・子育て情報の提供及び関係機関への案内を実施しています。 

○子育て支援に関する情報を一元化し、子育てカレンダーとして作成しています。 

○子育て世代包括支援センター「てくてく」において、妊娠・出産・子育て期にわたる悩み

に対し、相談・訪問支援等を実施しています。 

○保健師と顔の見える関係を築き、家族に寄り添い、きめ細やかな対応をしていくため、「島

田市版ネウボラ」による支援体制を構築しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■島田市版ネウボライメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

心配 

困りごと 

子ども 

の健診 

出産 

● 現状・課題 ● 

さらなる切れ目のない支援を実現するためには、担当部署間での連携を強化すること

が必要です。 

また、ＷＥＢでの情報発信が増えており、効率的な子育て情報の発信方法について、

専門部署と連携して情報発信方法の検討が必要です。 

課題 

妊娠 

 
子どもの成長も、一
緒に喜んでもらえて

嬉しい!! 担当保健師を 
母子健康手帳に記入し、交付。 
担当保健師と顔合わせ 

赤ちゃん訪問 

面談 
相談 

電話相談 
家庭訪問など 

 
家族の状況もわか
ってくれているから
話しやすいわ。 

 
健診も担当保健師
が相談にのってくれ
るのね。安心ね。 

妊娠期から子育て期にかけて 
同じ保健師がご家族を担当し 
赤ちゃん訪問や健診などの節目や 
日頃の悩みや心配事を 
寄り添いながら切れ目なくサポート 

 

今日から 
私が 

あなたのお家の 
担当保健師です！ 

母子健康手帳 
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取組１  子育てに関する情報提供の充実 

取組２  子育て中の親同士の交流 

取組３  子育てに関する相談事業の充実 

 

●●取組１●● 子育てに関する情報提供の充実 

►市内の機関や団体が実施する子育て支援サービス、活動に関する情報を集約し、子育てカレン

ダー、市ホームページ、ポータルサイト、広報紙などの様々な媒体で発信し、子育てに関する

悩みの解消と円滑なサービスの利用を促進します。 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 子育てカレンダー配布 子育て応援課 

２ 子育て応援サイト「しまいく」の運営 子育て応援課 

３ ＬＩＮＥを活用した情報発信など 子育て応援課 

４ 子育て支援プラットフォームしまいく+（プラス）の運営 健康づくり課・DX推進課 

●●取組２●● 子育て中の親同士の交流 

►子育てに対する不安や悩みの軽減を図るため、同年齢の親がふれあい、友だちをつくり、お互

いに育児相談ができる場として、子育てカフェウエルカム島田や子育て広場などを開催します。 

►地域子育て支援センターでは、妊娠期から子育て中の親との交流が始まるよう、妊娠期から気

軽に利用できる雰囲気づくりに努めます。マイ支援センター登録を推進し、あかちゃんのお世

話体験や先輩ママとの交流会などを実施しています。 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 地域子育て支援センターの運営 子育て応援課 

２ マイ支援センター登録 子育て応援課 

３ つどいの広場の開催（きしゃぽっぽ等） 子育て応援課 

４ こども館の運営 子育て応援課 

５ 児童センター、児童館の運営 子育て応援課 

６ 子育てカフェの開催あかちゃんのお世話体験 子育て応援課 

７ 家庭教育学級 社会教育課 

８ 地域組織活動育成事業（母親クラブ等補助金） 子育て応援課 

９ ペアレントサポーターの活用 社会教育課 

10 ウェルカム島田 子育て応援課 

11 外国人ママの会あかちゃん講座 子育て応援課 

12 子育て広場の開催 社会教育課 

13 初めて０歳児を持つ親の講座（ＢＰプログラム） 社会教育課 

14 「すまいるタイム」の開催 図書館課 

15 「あかちゃんタイム」の開催 図書館課 

● 施策の方向 ● 
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●●取組３●● 子育てに関する相談事業の充実 

►子育て世代包括支援センター「てくてく」では、母子の健康や子育てに関する相談を受け付け、

関係機関と連携し、切れ目のない支援体制づくりを図ります。 

►地域子育て支援センター、児童センター、児童館等においても子育てに関する相談を受けられ

る体制づくりに努めます。 

►地域子育て支援センターでは、妊娠期から気軽に利用できる雰囲気づくりに努め、妊娠期、出

産期、乳幼児期における悩みの解消を図ります。 

 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 子育てコンシェルジュ 子育て応援課 

２ 子育て世代包括支援センター「てくてく」 健康づくり課 

３ 島田市版ネウボラ 健康づくり課 

４ 母子健康手帳交付・妊婦健康相談 健康づくり課 

４５ 乳幼児相談（予約制、運動発達、７か月児の Family 

Day、２歳３か月児、３歳６か月児） 

健康づくり課 

５６ 保健師等による家庭訪問、相談 健康づくり課 

６７ 食生活相談 健康づくり課 

７８ 地域子育て支援センターの運営 子育て応援課 

８９ 育児サポーター派遣事業 子育て応援課 

９10 つどいの広場の開催（きしゃぽっぽ等） 子育て応援課 

1011 こども館の運営 子育て応援課 

1112 児童センター、児童館の運営 子育て応援課 

1213 公認心理師による発達相談、心理検査 子育て応援課 

13 療育相談事業 子育て応援課 

1414 家庭児童相談室の運営 子育て応援課 

1515 ワンストップサービス事業 子育て応援課 
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共通施策Ⅱ 子育てと仕事の調和の推進 

 

 

 

○静岡県と連携して、「男女共同参画社会づくり宣言」事業所の増加のため、市内への普及・

促進に努めています。 

○男性の育児休業取得の促進、男女平等に責任分担し、子育てしながら働くことができるよ

う企業内子育て環境アップ事業の実施、周知を行いました。 

○建設工事等の業者選定における総合評価方式の際に「静岡県次世代育成支援企業認証制度

（コウノトリカンパニー）による認定の有無」を評価項目として設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ニーズ調査結果（育児休業を取得していない理由） 
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31.3

0.7

4.3

6.7

25.3

0.9

27.8

26.2

1.2

10.5

0.6

3.2

0.3

4.3 

19.8 

0 10 20 30 40 50

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育園などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるな

ど、制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定め

がなかった）

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさな

かった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇(産前６週間、産後８週間)を取得で

きることを知らず、退職した

その他

不明・無回答

母親（N=92） 父親（N=897）

（％）

● 現状・課題 ● 

 
企業の理解が 

必要な項目 

 
離職者が 

多くなっている 

事業の実施により、一定の効果がみられましたが、制度における認定企業や事業への

協力業者数は伸び悩んでいます。しかしながら、全国の傾向として、育児休業の取得が

促進されていることや男女共同参画の考えが浸透してきている現状を踏まえ、事業の連

携によりさらなる周知・啓発を進める必要があります。 

課題 
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取組１  企業における子育てと仕事の両立に対する取組の促進 

取組２  子育てしながら働く親への支援 

 

●●取組１●● 企業における子育てと仕事の両立に対する取組の促進 

►建設工事の入札に、子育て支援に取り組む企業に対する評価制度を導入するなど、企業に対し

て子育て支援に取り組む動機づけをします。 

►育児休業や短時間勤務制度など、多様な働き方に関する情報提供を進め、子育てと仕事の両立

を支える職場環境の整備を促進します。 

►父親の育児や家事への参加を促し、企業に焦点を当てた子育てしやすい環境の整備を図るため、

企業の取組に対する新たな支援を実施します。 

 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 建設工事の総合評価方式における取組実績の評価の導入  契約検査課 

２ 「男女共同参画社会づくり宣言」事業所の普及、促進 市民協働課 

３ 企業への育児休業制度の普及促進 商工課 

 

●●取組２●● 子育てしながら働く親への支援 

►子育てしながらする働く親への支援として、就労に関する相談や子育てを機に離職してしまっ

た親に対する再就職セミナーを実施します。 

 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ お仕事相談室「ママハロ」の運営 商工課 

２ 再就職支援セミナー 商工課 

３ 内職相談事業 商工課 

 

  

● 施策の方向 ● 
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共通施策Ⅲ 親力の育成 

 

 

 

○ライフステージに応じて、子育てに役立つ各種講座や親同士の交流を深め家庭教育につい

て学び合う事業を実施しています。 

○親子ふれあい講座や子ども体験学習など、親子で参加でき、子どもとふれあう機会をつく

り、子どもだけでなく親も一緒に成長できる事業を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ニーズ調査結果（平日の平均就労時間） 
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13時間以上

不明・無回答

就学前児童（N=750）

小学生児童（N=410）

（％）

● 現状・課題 ● 

 

帰宅時間は 

18-19時

が多い 

保護者の就労状況により、講座への参加が難しくなっているケースや１回だけでなく

連続した講座の開催の際に、全てに出席できない保護者が多くなっています。また、講

座を実施する講師の調整など、講座を開催するための体制整備も引き続き必要となって

います。 

課題 

【母親】 【父親】 
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0.8

1
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９時間
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11時間

12時間

13時間以上

不明・無回答

就学前児童（N=556）

小学生児童（N=383）

（％）
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取組１  親子のふれあいの場の充実 

取組２  子育てに関する講演や講座等の充実 

 

●●取組１●● 親子のふれあいの場の充実 

►親が子育ての喜びを実感し、子どもの豊かな心を育んでいくため、家庭内におけるコミュニケ

ーションが育まれる親子のふれあいの場を提供します。 

 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ あかちゃんのお世話体験 子育て応援課 

２ ブックスタート事業 図書館課 

３ おはなし会 図書館課 

４ おはなしギフト 図書館課 

５ ７か月の Family Day 健康づくり課 

 

  

● 施策の方向 ● 
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●●取組２●● 子育てに関する講演や講座等の充実 

►親が子育ての喜びを実感し、健全な親子関係を構築できるよう、現在行っている子育てに関す

る講座等を更に充実させ、託児室を設置するなど、より参加しやすい環境を整えるとともに、

希望者だけでなく全ての親が受けるプログラムを実施します。 

►これからパパ・ママになる思春期の市民を対象として、妊娠適齢期と高齢出産のリスク、若い

女性の痩せ指向や飲酒・喫煙などの生活習慣の影響について学ぶ機会を設け、安全・安心な出

産と未来の子どもたちの健康づくりを推進します。 

 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 子ども体験学習講座（親子参加型） 社会教育課 

２ 子育て講座（総合医療センターでの分娩再開後） 市民病院総合医療センター 

病院総務課 

３ フレッシュ！パパママ教室 健康づくり課 

４ はじめのいっぽ講座 健康づくり課 

５ あかちゃん講座 子育て応援課 

６ 初めて０歳児をもつ持つ親の講座（ＢＰプログラ

ム） 

社会教育課 

７ 離乳食講習会 健康づくり課 

８ 子育て支援教室（ノーバディーズ・パーフェクト） 健康づくり課、社会教育課 

９ 幼児・児童をもつ持つ親の講座 社会教育課 

10 小・中学生の子をもつ持つ親の講座 社会教育課 

11 幼児期家庭教育講座 社会教育課 

1211 親学講座 社会教育課 

1312 ふれあいしまだ塾 図書館課、健康づくり課 

1413 家庭教育講演会 社会教育課 

14 託児員派遣事業 社会教育課 

15 あかちゃんのお世話体験 子育て応援課 

16 ひとりじゃないでね応援講座 子育て応援課 
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2 めざす子育て 

基本理念実現に向けた施策は、めざす子育てとして５つの施策によって構成します。 

■■めざす子育て１■■ 就学前の子どもの教育・保育環境の充実 

母親の就労率の上昇から、子育てしながら働く家庭が多くなっています。育児休業の取得も

年々増加しているものの、取得期間は２年未満が多く、子育てしながら働くため、保育所を利

用する人が多くなっています。こうした状況に対応し、子育てしながら働きやすい環境づくり

を進めるためにも、保護者のニーズに対応した多様な保育サービスを提供します。 

 

■■めざす子育て２■■ 地域における子育て支援の充実 

全国的な核家族化の進展や共働き世帯の増加など、地域における支え合いなどの認識が変化

してきています。子どもが、地域の人とのふれあいや体験などを通して、知識や考え方にふれ、

興味・関心を広げることは豊かな人間性を育むための大事な要素となります。地域の子どもは

地域で育てるという意識のもと、多様な主体が地域の子育て、教育へ支援できる仕組みづくり

と体制整備を図ります。 

 

■■めざす子育て３■■ 安全・安心な子育て環境の整備 

全国的に子どもが巻き込まれる交通事故、災害、犯罪が多発しています。子どもが健やかに

成長するためには、屋外でのびのびと遊ぶことができる環境づくりが必要となります。本市に

住む全ての子どもや子育て家庭が安心して生活できるよう、子育てを支援する安全・安心な生

活環境の整備に取り組みます。 

 

■■めざす子育て４■■ 親と子どもの健康の確保及び増進 

安心して育児や出産と向き合い、親と子どもがともに健やかに成長するためには、健康に関

する正しい知識や技術の普及を図る必要があります。親と子どもの健康が確保され、安心して

妊娠・出産ができるようにするとともに、子どもの健やかな成長・発達を支援する環境づくり

に取り組みます。 

 

■■めざす子育て５■■ 特別な援助が必要な家庭の生活の向上 

ひとり親家庭、障がいのある子どものいる家庭、外国籍の家庭など、多様な家庭に対する子

育て支援に取り組む必要があります。 

生まれ育った環境により、子どもの将来が左右されることのないよう、特別な事情により社

会的支援を必要とする子どもと家庭への支援を行います。  
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めざす子育て１ 就学前の子どもの教育・保育環境の充実 

 

 

 

○幼稚園の認定こども園化、小規模保育事業の拡大により、平成 30 年４月時点で待機児童

は０人となりました。 

○一時預かり事業、病後児保育事業については、平成 30 年時点で、利用者が増え、ニーズ

に応えた事業を展開できています。 

○発達支援事業については、発達支援児の受入や保育体制の確保、保育内容の充実が図れて

います。また、平成 27 年度より子育て応援課に発達相談係が発足し、相談しやすい体制

づくりを進めることができました。 

○教育・保育の質の向上を図るため、保育所等の職員に向けた研修を実施しています。 

○保育所、認定こども園、小学校等において、合同で研修会を実施し、職員の連携強化に努

めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子育て世帯ワークショップの意見 ＊一部 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊子育て世帯ワークショップについては、島田市総合戦略策定の一環として実施 

  

● 現状・課題 ● 

保護者の就労状況により、保育ニーズが高まっており、保育所、認定こども園へ低年

齢時より預ける保護者が増えています。待機児童が０人になったものの、想定よりも入

所希望者が多くなり、待機児童が発生するケースもでています。 

保育士等の人材不足も顕在化しており、今後は、保育人材バンクや保育就職支援セミ

ナーの実施により、人材の確保に努める必要があります。 

発達支援については、発達相談の拡充により、保護者の状況を把握することができ、

より一層の支援を行うためには、関係機関との連携強化が求められています。 

課題 

子育てしていて、相談支

援体制（ふわり、ママハ

ロなど）、横のつながり

が良いと思った。 

 

子育てしていて、保育所

や子育て支援センターが

良いと思った。 

市役所の人がやさしいと

感じた。 
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取組１  多様な教育・保育の提供 

取組２  教育・保育の質の向上 

 

■■取組１■■ 多様な教育・保育の提供 

►保護者の就労形態等の多様化に対応できるよう、教育・保育サービスの多様化を図るとともに、

量的拡大を図ります。 

►子どもの病気中や病気回復期など、緊急時の対応を含めた保育サービスの充実に努めます。 

►発達の気になる子どもを受け入れている幼稚園及び保育所等に対し支援体制を強化します。 

 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 幼児教育、通常保育事業 保育支援課 

２ 年度途中入所への支援 保育支援課 

３ 障害児保育事業 保育支援課 

４ 時間外（延長）保育事業 保育支援課 

５ 一時預かり事業 保育支援課 

６ 病児・病後児保育事業 保育支援課 

７ 幼稚園、保育所等巡回訪問 子育て応援課 

８ おはなし宅配便 図書館課 

９ 一時託児事業 子育て応援課 

10 乳幼児保育補助事業 保育支援課 

11 認定こども園化への支援 保育支援課 

12 多様な主体が本制度に参入することを促進するため

の支援 

保育支援課 

 

  

● 施策の方向 ● 
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■■取組２■■ 教育・保育の質の向上 

►安全・安心な保育環境を整備するため、研修による保育士の専門性の確保や、保育所等におけ

る保護者からの情報・意見について、速やかに対応できるよう努めます。 

►市内の保育所等の職員が子どもの健やかな育ちを支援できるよう、保育士等を対象に研修を行

うとともに、保育所、小学校等の合同研修会を継続・拡大して実施し、人材育成と関係機関の

連携に努めます。 

►幼稚園教諭、保育士等が、発達の気になる子どもについての知識や理解を深め、集団生活の中

での支援方法などの専門的知識を深めるための研修会を更に充実させます。 

 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 発達支援コーディネーター養成講座・フォローアップ研修  子育て応援課 

２ 保育所等職員の研修 保育支援課 

３ 幼稚園、こども園、保育所、小学校等合同研修会の開催 学校教育課、保育支援課 
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めざす子育て２ 地域における子育て支援の充実 

 

 

 

○妊娠中の母親や出産後間もない子どもを持つ母親に対して、一定期間育児サポーターを派

遣し、育児支援等を実施しています。 

○市内の子育て支援に関連した団体同士で情報を共有し、連携することにより団体同士の交

流が深まり、横のつながりが見え始めています。 

○地域において、育児の援助を受けたい会員と行いたい会員を結びつけるファミリー・サポ

ート・センター事業の実施により子育て支援の充実を図っています。 

○地域で子どもを育てる機運づくりとして、保育所等における多世代交流の促進を図ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ニーズ調査結果（地域とのかかわり合いで期待すること） 
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子どもに気軽にあいさつやおしゃべりをしてくれる

子どもがいたずらや危険なことをした時に注意や報

告をしてくれる

通園・通学時に安全を確保してくれる

子どもにスポーツや遊びなどの指導をしてくれる

緊急時に子どもを一時的に預かってくれる

子育てについて気軽に相談やアドバイス、情報交換

をしてくれる

その他

特に期待することはない

関わって欲しくない

不明・無回答

就学前児童（N=1,101）

小学生児童（N=631）

（％）

● 現状・課題 ● 

 
声掛けなどの
安全面に期待
している 

 
情報交換・相
談については
期待が低い 

子育て支援ネットワークの運営においては、子育て支援に関連した団体のみならず、

市民が孤立しない子育て支援の取組が必要となっています。また、ファミリー・サポー

ト・センター事業についても、依頼会員は増えていますが、提供会員が伸び悩み、活動

回数が減少している傾向にあります。 

地域における子育て支援の充実を図るためには、より一層の情報提供、事業自体の内

容の精査を行い、充実を図る必要があります。 

課題 



16 

 

 

 

取組１  子育て支援ネットワークの充実 

取組２  地域協働による子育て支援 

取組３  子育てを支える人材の育成 

取組４  多世代間交流による「地域で子どもを育てる」意識の醸成 

 

■■取組１■■ 子育て支援ネットワークの充実 

►地域における子育て家庭の孤立を防ぎ、きめ細かな支援に努めます。 

►子育て支援ネットワークを通じた子育て支援団体や関係機関との連携、情報共有体制の強化を

図ります。 

 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 育児サポーター派遣事業 子育て応援課 

２ 子育て支援ネットワークの運営 子育て応援課 

３ 保育所における多世代の交流を促進する事業 保育支援課 

 

■■取組２■■ 地域協働による子育て支援 

►子育て家庭が地域住民と交流できる場を充実させるとともに、地域住民との協働による子育て

支援サービスを提供します。 

 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ こども館の運営 子育て応援課 

２ 児童センター、児童館の運営 子育て応援課 

３ つどいの広場の開催（きしゃぽっぽ等） 子育て応援課 

４ つどいの広場事業交付金交付 子育て応援課 

５ ファミリー・サポート・センター事業  子育て応援課 

 

  

● 施策の方向 ● 
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■■取組３■■ 子育てを支える人材の育成 

►地域の子育て支援事業を充実させるため、様々な分野で支援を行う子育て支援団体の活動がよ

り活発で永続的に実施されるよう、更なる人材の育成を図ります。 

►地域の子育て支援者の掘り起こしと新たな団体の創出を図るとともに、地域全体で子育てを支

える意識を啓発します。 

  

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 地域組織活動育成事業（母親クラブ等補助金） 子育て応援課 

２ ファミリー・サポート・センター事業  子育て応援課 

３ つどいの広場の開催（きしゃぽっぽ等） 子育て応援課 

４ 子育て支援ネットワークの運営 子育て応援課 

５ ペアレントサポーターの活用 社会教育課 

 

■■取組４■■ 多世代間交流による「地域で子どもを育てる」意識の醸成 

►様々な年代の人による子育て支援活動を促進し、地域で子どもを育てる意識の醸成を図ります。 

►地域における支え合いの実現により、安心して結婚、出産できる地域づくりに努めます。 

  

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 幼稚園、こども園、保育所等の園児と地域の小・中・

高校生との交流 

保育支援課、学校教育課 

２ 保育所における多世代の交流を促進する事業 保育支援課 

３ 中学生あか赤ちゃんふれあい体験事業 社会教育課 

４ こども館の運営 子育て応援課 

５ 児童センター、児童館の運営 子育て応援課 

６ 放課後子ども子供教室の開催 社会教育課 

７ 地域学校協働本部事業 社会教育課 

８ 中学校部活動の地域移行 学校教育課、スポーツ振興課、 

文化振興課 

 

  



18 

 

めざす子育て３ 安全・安心な子育て環境の整備 

 

 

 

○保護者の就労により昼間家庭にいない小学生に対して、適切な遊び及び生活の場を提供す

るため、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）を実施しています。 

○放課後に子どもの安心・安全な活動拠点（居場所）づくりとして、地域の参画を得て、ス

ポーツ、文化活動等の取組を実施する放課後子ども子供教室を実施しています。 

○子どもの遊び場の遊具の安全点検などを実施して、事故の防止を図っています。 

○防犯対策の一環として、「子どもをまもる 110番の家」設置推進事業を全ての小学校区で

実施しています。 

○子ども医療費の助成や各種手当の支給などにより、保護者の子育てに関する不安や負担軽

減を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子育て世帯ワークショップの意見 ＊一部 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 現状・課題 ● 

放課後児童クラブに関しては、保育ニーズの高まりを要因として、年々、利用者が増

加している傾向にあります。ニーズに対応するため、受け皿の拡大を図りましたが、地

域によって需要と供給のミスマッチが生じています。今後は保護者のニーズに対応した

量的な確保が必要となっています。 

また、経済的な支援については、幼児教育・保育の無償化を加味した支援を検討する

必要があります。 

課題 

中央公園など緑豊かな公

園があるところは良いと

ころだと思う。 

雨の日にでかけることが

できる場所があれば良い

と思う。 

地域の人が温かく、気軽

に声をかけてくれる。 
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取組１  子どもの安全な居場所づくり 

取組２  子育て家庭への経済的援助の推進 

 

■■取組１■■ 子どもの安全な居場所づくり 

►子どもの安全・安心な遊び場の確保を推進します。 

►全ての子どもの安全・安心な居場所づくりの観点から、教育機関、福祉機関、地域、保護者、

スポーツ少年団などとの連携を深め、共通理解と情報共有を図り、子どもの居場所づくりと安

全の確保に努めます。 

►放課後子ども子供教室の設置、運営を図るとともに、放課後子ども子供教室と放課後児童クラ

ブとの交流を進めます。 

 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 放課後児童クラブの運営 子育て応援課 

２ こども館の運営 子育て応援課 

３ 児童センター、児童館の運営  子育て応援課 

４ ジュニアスポーツクラブ事業 スポーツ振興課 

５４ サタデー・サマーオープンスクールの開催 学校教育課 

６５ 子ども体験学習講座 社会教育課 

７６ 少年育成教室 しまだガンバ！ 社会教育課 

８ スポーツ教室 スポーツ振興課 

９７ 子どもの遊び場の遊具の安全点検 子育て応援課 

10８ 小学校プール学校体育施設の地域開放事業 スポーツ振興課 

11９ 放課後子ども子供教室の開催 社会教育課 

1210 「子どもをまもる 110番の家」設置推進運動 社会教育課、学校教育課 

1311 社会体育施設整備事業の運営 スポーツ振興課 

1412 子どものスポーツ活動の推進支援（スポーツ少年団等） スポーツ振興課 

1513 子育て世代型住宅の管理 建築住宅課 

1614 子ども読書活動推進事業 保育支援課、子育て応援

課、学校教育課、社会教育

課、図書館課 

 

  

● 施策の方向 ● 
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■■取組２■■ 子育て家庭への経済的援助の推進 

►子育て家庭に対する各種助成について周知し、利用の円滑化を図ることで、子育て家庭の経済

的負担の軽減に努めます。 

 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 保育所等保育料等の軽減 保育支援課 

２ こども医療費助成 子育て応援課 

３ 児童手当支給 子育て応援課 

４ 未熟児養育医療費助成 子育て応援課 

５ 児童扶養手当支給 子育て応援課 

６ 交通遺児育英奨学金支給 教育総務課 

７ 特別支援教育就学奨励費支給 教育総務課 

８ 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給 教育総務課 

９ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 保育支援課 
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めざす子育て４ 親と子どもの健康の確保及び増進 

 

 

 

○妊娠期からの健康を維持するため、妊婦健康診査事業をはじめとして、産婦健康診査事業、

産後ケア事業、各種健康診査事業、予防接種を実施しています。 

○市内に住む子育て家庭全戸に対して、赤ちゃん訪問事業を実施し、身体測定及び育児保健

指導を行っています。 

○乳児の生活リズム、摂食行動、成長発達にあった離乳食について学習し、円滑な離乳が進

められるよう離乳食講習会等を実施しています。 

○子どもの発達過程において、親子関係を深め、子どもの発達段階を理解し、親が子どもと

のかかわり方を学ぶ場として親子学習会やあそびの教室を実施しています。 

○子どもの発達が気になる場合の相談事業を実施し、サービスの円滑な利用や必要な情報提

供を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子育て世帯ワークショップの意見 ＊一部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 現状・課題 ● 

各種健診事業等については、事業を継続し、保健師等保護者と関わる職員がより一層

保護者に近い存在であることが求められています。また、健診の待ち時間が少なくなる

よう効率的かつ効果的な方法へ改善する必要があります。 

各種サービスや相談事業について、情報が伝わりにくく、サービスを利用されないケ

ースや内容について理解を得られないケースも出ており、保護者に応じた説明や情報提

供を行う必要があります。 

課題 

要望だけでなく、子育て

支援策や相談事業など自

ら行っていく意思のある

母親もいる。 

妊婦を支えるサポートが

ほしい。 

子育ての孤立に気が付く

人がいてほしい。 
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取組１  産後の休業及び育児休業後の保育サービス利用への支援 

取組２  各種健康診査・予防接種等の充実 

取組３  健康相談・訪問の充実 

取組４  発達支援体制の充実 

 

■■取組 1■■ 産後の休業及び育児休業後の保育サービス利用への支援 

►産後の休業及び育児休業中の保護者に対する保育所の定員の空き状況に関する情報提供を進

めるとともに、年度途中の入所など柔軟な対応に努めます。 
 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 年度途中入所への支援 保育支援課 
 

■■取組２■■ 各種健康診査・予防接種等の充実 

►母子の健康を確保するため、妊娠・出産期から子どもの成長段階に応じて、各種健康診査や予

防接種等を実施します。 

►産婦さんへのケアとして、産婦健康診査や産後ケア事業を実施します。 
 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 妊婦健康診査事業 健康づくり課 

２ 新生児聴覚スクリーニング検査助成事業 健康づくり課 

３ 産婦健康診査 健康づくり課 

４ 産後ケア事業 健康づくり課 

５ ４か月児・10か月児・１歳６か月児・３歳児健康診査 健康づくり課 

６ 身体自由計測 健康づくり課 

７ 一般歯科健診 健康づくり課 

８ フッ化物塗布・洗口事業 健康づくり課 

９ 予防接種事業 健康づくり課 

 

  

● 施策の方向 ● 
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■■取組３■■ 健康相談・訪問の充実 

►母子の健康についての相談支援や訪問、情報提供を実施し、安心して妊娠、出産、子育てがで

きる環境を整備します。 

 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 島田市版ネウボラ 健康づくり課 

２ 子育て世代包括支援センター「てくてく」 健康づくり課 

３ 赤ちゃん訪問事業 健康づくり課 

４ 離乳食講習会 健康づくり課 

５ 育児サポーター派遣事業 子育て応援課 

６ 母子健康手帳交付、妊婦健康相談 健康づくり課 

７ 保健師等による相談、家庭訪問 健康づくり課 

８ 母乳外来・育児相談（総合医療センターでの分娩再開

後） 

市民病院総合医療センター 

病院総務課 

９ 乳幼児相談（予約制、運動発達、７か月児の Family Day、

２歳３か月児、３歳６か月児） 

健康づくり課 

10 食生活相談 健康づくり課 
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■■取組４■■ 発達支援体制の充実 

►子どもの身体や発達上の課題、親の子育てに関する不安や悩みを健診や相談事業などから把握

し、早期に支援できる体制の充実を図ります。 

►妊娠期から子育て期にわたるまで、保護者が切れ目ない支援を受けられるよう、保健師、助産

師等による支援体制の充実を図ります。 

 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 育児サポーター派遣事業 子育て応援課 

２ 養育支援訪問事業 子育て応援課 

３ あそびの教室 健康づくり課 

４ 親子学習会（つくしんぼ）の実施 子育て応援課 

５ 児童発達支援事業 子育て応援課 

６ 障害児相談支援事業 福祉課、子育て応援課 

７ 公認心理士による発達相談、発達心理検査 子育て応援課 

８ 予約制乳幼児相談 健康づくり課 

９ 運動発達乳幼児相談 健康づくり課 

10 食生活相談 健康づくり課 

11 保健師等による相談、家庭訪問 健康づくり課 
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めざす子育て５ 特別な援助が必要な家庭の生活の向上 

 

 

 

○ひとり親家庭に対し、医療費助成や教育訓練等の自立を支援する事業を実施しています。 

○発達に課題がある子どもが発達に合わせて親子通園、定期通園等の通園形態をとることや

生活習慣の自立と集団生活に適応することができるための支援を、その子どもに応じて実

施しています。 

○子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、家庭児童相談、実情の把握、情報提供、相談、

調査、指導、関係機関等の連絡調整を行っています。 

○子育てに対して強い不安を抱える保護者や不適切な養育状態にある家庭などに、訪問を通

して相談や養育技術の提供を行い、母子の健全な発達、発育を支援しています。 

○子育て支援教室として、保護者の抱える悩みや関心について話し合い、話し合いを通して

学ぶことができる場づくりを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 現状・課題 ● 

様々な分野において、早期支援を実現するためには、関係機関がより一層連携を強

め、保護者と子どもについての情報共有をする必要があります。 

年々、保護者の抱える様々な問題は複雑化しており、関係機関の連携はもちろんのこ

と対応する職員等の資質向上も求められています。 

特別な援助が必要な家庭においては、情報周知や相談事業がうまく進まない場合に保

護者が孤立してしまう可能性があります。 

課題 
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取組１  ひとり親家庭等の支援の充実 

取組２  障害のある子どもの支援の充実 

取組３  育児不安の軽減や児童虐待防止対策の推進 

 

■■取組１■■ ひとり親家庭等の支援の充実 

►ひとり親家庭等の子どもの福祉の増進を図るため、医療費助成や手当の支給を実施するととも

に、親の就業支援を実施し、自立促進を図ります。 

 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 児童扶養手当支給 子育て応援課 

２ 母子・父子寡婦福祉資金貸付 子育て応援課 

３ ひとり親家庭子育て支援助成 

（ファミリー・サポート・センター利用料助成） 

子育て応援課 

４ 母子家庭等医療費助成 子育て応援課 

５ 母子家庭等自立支援給付（教育訓練、高等職業訓練促進） 子育て応援課 

６ 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給 教育総務課 

 

  

● 施策の方向 ● 
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■■取組２■■ 障害のある子どもの支援の充実 

►障害のある子どもの健全育成のため、関係機関との連携を図り、子ども及びその家族に対して、

乳幼児期から中学校卒業まで一貫した効果的な支援を行います。 

►発達の気になる子どもに対し、公認心理士師、保育士、保健師が連携し、切れ目のない支援体

制の充実を図ります。 

►児童発達支援事業の親子通園「さくらんぼ」などにより、障害のある子どもの早期支援に努め

るとともに、障害児相談支援事業において、その家族の支援の要望に応じた、適切なサービス

を利用できるよう努めます。 

►放課後等デイサービスに対する支援により小・中・高校に通う障害のある子どもが放課後の時

間に過ごす場所の充実を図ります。 

 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 障害児相談支援事業 福祉課、子育て応援課 

２ 障害福祉サービスの支給 福祉課 

３ 重症心身障害児童家庭支援事業 福祉課、子育て応援課 

４ 児童発達支援事業（ふわりの定期通園、並行通園、親子通園） 子育て応援課 

５ 幼稚園、保育所等巡回訪問相談 子育て応援課 

６ 療育相談事業 福祉課、子育て応援課 

７６ 特別児童扶養手当支給 福祉課 

８７ 障害児福祉手当支給 福祉課 

９８ 心身障害児童扶養手当支給 福祉課 

10９ 特別支援教育就学奨励費支給 教育総務課 

1110 特別支援教育支援員の配置 学校教育課 
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■■取組３■■ 育児不安の軽減や児童虐待防止対策の推進 

►育児不安のある保護者や精神的に不安定な状態で支援が必要な保護者を早期発見し、虐待の未

然防止を図るため、関係機関との連携や情報共有体制を強化します。 

►保護者の心身の負担軽減に向け、相談支援体制を強化します。 

 

■主な事業 

№ 事業名 担当課 

１ 家庭児童相談室の運営 子育て応援課 

２ 養育支援訪問事業 子育て応援課 

３ 赤ちゃん訪問事業 健康づくり課 

４ 育児サポーター派遣事業 子育て応援課 

５ 子育てコンシェルジュ 子育て応援課 

６ 要保護児童対策地域協議会 子育て応援課 

７ 子育て世代包括支援センター「てくてく」 健康づくり課 

８ 島田市版ネウボラ 健康づくり課 

９ 地域子育て支援センターの運営 子育て応援課 

10 子育て支援教室（ノーバディーズ・パーフェクト） 健康づくり課、社会教育課 

11 初めて０歳児を持つ親の講座（ＢＰプログラム） 社会教育課 

 

 


